
審議対象
審議報告書
掲載ページ

政策１（構成施策：１～３） Ｐ．１～４

政策２（構成施策：４・５） Ｐ．５～７

政策３（構成施策：６・７） Ｐ．８～１０

政策４（構成施策：８・９） Ｐ．１１～１３

政策５（構成施策：１０～１２） Ｐ．１４～１７

政策３（構成施策：１～３） Ｐ．１８～２１

政策４（構成施策：１～４） Ｐ．２２～２６

政策６（構成施策：１３・１４） Ｐ．２７～２９

政策７（構成施策：１５～１７） Ｐ．３０～３３

政策８（構成施策：１８～２３） Ｐ．３４～４０

政策９（構成施策：２４） Ｐ．４１～４２

政策１０（構成施策：２５・２６） Ｐ．４３～４５

政策２（構成施策：１～３） Ｐ．４６～４９

政策６（構成施策：１～３） Ｐ．５０～５３

政策１１（構成施策：２７・２８） Ｐ．５４～５６

政策１２（構成施策：２９） Ｐ．５７～５８

政策１３（構成施策：３０） Ｐ．５９～６０

政策１４（構成施策：３１～３３） Ｐ．６１～６４

政策１（構成施策：１～３） Ｐ．６５～６８

政策５（構成施策：１～４） Ｐ．６９～７３

政策７（構成施策：１～４） Ｐ．７４～７８

※◎は分科会長

宮城県震災復
興計画の体系

平成２６年度行政評価委員会政策評価部会分科会　審議結果報告書
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１　　育成・誘致による県内製造業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　産学官の連携による高度技術産業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　施策3の課題と対応方針については，風評に対する取組や対応策についても具体的に記載する必要
があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１　　育成・誘致による県内製造業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　産学官の連携による高度技術産業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

概ね適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

【判定理由】

第１分科会

【施策評価】

要検討適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１　　育成・誘致による県内製造業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　産学官の連携による高度技術産業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１　　育成・誘致による県内製造業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　産学官の連携による高度技術産業の集積促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　課題と対応方針については，風評に対する取組や対応策についても具体的に記載する必要があると
考える。

【県が示す原案に対して意見が

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

概ね適切 要検討

【施策評価】

適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策２　　観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策５　　　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第１分科会

【政策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策２　　観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策５　　　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

要検討適切 概ね適切

第１分科会

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策２　　観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策５　　　地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価の妥当性
を認めることができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。
　
　目標指標等の達成状況は概ね良好であり，施策を構成する事業についても一定の成果が出ている中
で，「やや遅れている」との評価を行うことについては，現在の記載だけでは判断が困難であり，その根拠
等を具体的に記載する必要があると考える。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第１分科会

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策３　　地域経済を支える農林水産業の競争力強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策６　　　競争力ある農林水産業への転換（県の評価原案：概ね順調）

  施策７　　　地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

第１分科会

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策３　　地域経済を支える農林水産業の競争力強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策６　　　競争力ある農林水産業への転換（県の評価原案：概ね順調）

  施策７　　　地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　　課題と対応方針については，放射能の影響や風評に対する取組や対応策についても具体的に記
載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

・　　な　　い

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【施策評価】

要検討適切

第１分科会

概ね適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）

9



（宮城の将来ビジョンの体系）

政策３　　地域経済を支える農林水産業の競争力強化（県の評価原案：やや遅れている）

  施策６　　　競争力ある農林水産業への転換（県の評価原案：概ね順調）

  施策７　　　地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

第１分科会

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策４　　アジアに開かれた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

  施策８　県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進（県の評価原案：やや遅れている）

  施策９　自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

第１分科会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

【政策評価】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　施策８においては，課題と対応方針に中国との間のビジネス支援を継続する旨が示されており，政策に
おける課題と対応方針についても，県としてのスタンスを分かりやすく記載することが必要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策４　　アジアに開かれた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

  施策８　県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進（県の評価原案：やや遅れている）

  施策９　自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

第１分科会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

【施策評価】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。
 
  昨今の厳しい経済情勢においては，所期の目標に達することが困難な場合も考えられるものの，県の
取組によって得られた実績等については，事業の成果等に分かりやすく記載することが必要であると考え
る。

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【判定理由】

要検討適切 概ね適切

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策４　　アジアに開かれた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

  施策８　県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進（県の評価原案：やや遅れている）

  施策９　自律的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第１分科会

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

適切 概ね適切 要検討
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策５　　産業競争力の強化に向けた条件整備（県の評価原案：概ね順調）

  施策１０　　産業活動の基礎となる人材の育成・確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１１　　経営力の向上と経営基盤の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策１２　　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策５　　産業競争力の強化に向けた条件整備（県の評価原案：概ね順調）

  施策１０　　産業活動の基礎となる人材の育成・確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１１　　経営力の向上と経営基盤の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策１２　　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

概ね適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

【施策評価】

要検討適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策５　　産業競争力の強化に向けた条件整備（県の評価原案：概ね順調）

  施策１０　　産業活動の基礎となる人材の育成・確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１１　　経営力の向上と経営基盤の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策１２　　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策５　　産業競争力の強化に向けた条件整備（県の評価原案：概ね順調）

  施策１０　　産業活動の基礎となる人材の育成・確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１１　　経営力の向上と経営基盤の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策１２　　宮城の飛躍を支える産業基盤の整備（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

第１分科会

概ね適切 要検討

【施策評価】

適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月４日（水）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策３　　「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築　　（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　ものづくり産業の復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　商業・観光の再生（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　雇用の維持・確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【政策評価】

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策３　　「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築　　（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　ものづくり産業の復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　商業・観光の再生（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　雇用の維持・確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策３　　「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築　　（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　ものづくり産業の復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　商業・観光の再生（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　雇用の維持・確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　目標指標等の達成状況等は概ね良好であり，「やや遅れている」との評価を行うにあたっては，事業再
開の状況への所見をはじめ，その理由を具体的に記載する必要があると考える。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

・　　あ　　る
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策３　　「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築　　（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　ものづくり産業の復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　商業・観光の再生（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　雇用の維持・確保（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月９日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策４　　農林水産業の早期復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　魅力ある農業・農村の再興（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　活力ある林業の再生（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　新たな水産業の創造（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　一次産業を牽引する食産業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　評価の理由が次のとおり不十分で，政策の成果について「やや遅れている」とした県の評価の妥当性
を認めることができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。

　施策３については，施策を構成する事業に一定の成果が出ている中で，「やや遅れている」とした評価
について妥当性を認めることは困難である。目標指標の「沿岸漁業新規就業者数」について判明した実
績値も踏まえた施策の評価をもとに，政策の評価を検討する必要があると考える。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【政策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策４　　農林水産業の早期復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　魅力ある農業・農村の再興（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　活力ある林業の再生（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　新たな水産業の創造（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　一次産業を牽引する食産業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策４　　農林水産業の早期復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　魅力ある農業・農村の再興（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　活力ある林業の再生（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　新たな水産業の創造（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　一次産業を牽引する食産業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標の「海岸防災林（民有林）復旧面積」が目標値を大きく下回っていることと，
施策に対して「概ね順調」と評価していることとの関係を明確にするため，目標指標を補完できるような
データや取組を記載するなど，評価の理由を分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　海岸防災林の復旧については，完了に向けた年次計画や進捗の見通しなどを分かりやすく記載する
必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策４　　農林水産業の早期復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　魅力ある農業・農村の再興（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　活力ある林業の再生（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　新たな水産業の創造（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　一次産業を牽引する食産業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　な　　い ・　　あ　　る
　課題と対応方針については，放射能の影響や風評に対する取組や対応策についても具体的に記載
する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が

　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価の妥当性
を認めることができない。最終評価を行うにあたり，評価内容を検討する必要があると判断される。

　施策を構成する事業に一定の成果が出ている中で，「やや遅れている」とした評価について妥当性を
認めることは困難である。目標指標の「沿岸漁業新規就業者数」について判明した実績値も踏まえ，施
策の評価を検討する必要があると考える。
  また，水産業を取り巻く情勢として，放射能の影響に加え，販路の回復や拡大に向けた取組が必要な
状態にあることも評価の理由に具体的に記載する必要があると考える。

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策４　　農林水産業の早期復興（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　魅力ある農業・農村の再興（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　活力ある林業の再生（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　新たな水産業の創造（県の評価原案：やや遅れている）

  施策４　　　一次産業を牽引する食産業の振興（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【施策評価】

第１分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１９日（木）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策６　　子どもを生み育てやすい環境づくり（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１３　　次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１４　　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

第２分科会

　施策１３については，少子化対策の推進にあたっては，その要因について十分な精査・分析を行い，そ
こから導かれる具体的な課題に即した対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

要検討

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

適切 概ね適切

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

【判定理由】

【政策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策６　　子どもを生み育てやすい環境づくり（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１３　　次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり(県の評価原案：やや遅れている)

  施策１４　　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

第２分科会

　少子化対策の推進にあたっては，その要因について十分な精査・分析を行い，そこから導かれる具体
的な課題に即した対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

適切

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

【判定理由】

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策６　　子どもを生み育てやすい環境づくり（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１３　　次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１４　　家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る

要検討

【判定理由】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第２分科会

適切 概ね適切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判
断される。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策７　　将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策１５　　着実な学力向上と希望する進路の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策１６　　豊かな心と健やかな体の育成（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１７　　児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第２分科会

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　施策15については，目標指標の多角的な分析を行い，課題と対応方針に分かりやすく反映する必要
があると考える。
　施策16については，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活動についてより具体的に
分かりやすく記載する必要があると考える。
　施策17については，インターンシップや職場見学，外部講師の活用等の具体的な活動の状況を分かり
やすく記載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策７　　将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策１５　　着実な学力向上と希望する進路の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策１６　　豊かな心と健やかな体の育成（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１７　　児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第２分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。
　

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　目標指標の調査結果について，その分布など多角的な分析を行い，課題と対応方針に分かりやすく
反映する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策７　　将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策１５　　着実な学力向上と希望する進路の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策１６　　豊かな心と健やかな体の育成（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１７　　児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第２分科会

【施策評価】

要検討

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。
　
　目標指標の状況や事業の成果等について具体的に記載し，「やや遅れている」と評価した理由をより
分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活動内容やその成果について，より具体的に分
かりやすく記載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策７　　将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策１５　　着実な学力向上と希望する進路の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策１６　　豊かな心と健やかな体の育成（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１７　　児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第２分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　インターンシップや職場見学，外部講師の活用等について，関連する取組も含め，その具体的な活動
の状況を分かりやすく記載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【政策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　施策１８については，キャリア教育のさらなる充実や事業者との情報共有など，総合的かつ横断的な
職場定着対策について取り組む必要があると考える。
　施策１９については，　地域医療体制の強化や緊急搬送時間の短縮に向け期待されるドクターヘリの
導入についても対応方針に分かりやすく記載する必要があると考える。
　施策２０については，むし歯対策について，児童・生徒に対しての取組を検討する必要があると考える。
　施策２１については，介護職員の安定的な確保に取り組む必要があると考える。また，認知症高齢者
の支援体制の構築については，「SOSネットワークシステム」の運用や「認知症サポーター」の養成などに
も総合的に取り組む必要があると考える。
　施策２３については，生涯学習社会の実現に向けて総合的な観点から方針を検討し，施策の展開を
図る必要があると考える。また，図書館については新たな機能も期待されるところであり，従来からのあり
方の見直しを含めた新たな姿についての検討も必要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　新規高卒者の就職内定率は実績値が目標値を上回っているものの，離職率が高い状況にあることか
ら，キャリア教育のさらなる充実や事業者との情報共有など，総合的かつ横断的な職場定着対策に取
り組む必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

第２分科会

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。
　
　県内における医師の不足や偏在の状況について分析を行い，社会経済情勢等に分かりやすく記載す
る必要があると考える。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　地域医療体制の強化や緊急搬送時間の短縮に向けた対応の一環として期待されるドクターヘリの導
入についても，対応方針に分かりやすく記載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切 要検討
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。
　
 目標指標等について，全国との比較や実績値の推移等に関する分析を行い，施策の評価に分かりや
すく反映させる必要があると考える。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　むし歯対策については，乳幼児に対する取組に加え，児童・生徒に対しての取組を検討することも必要
であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切 要検討

第２分科会
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「順調」とした県の評
価は，妥当であると判断される。
　
  設定されている目標指標「介護職員数」については，実績値が目標値を上回っているものの，介護現
場ではその実態が伴わないとの指摘もあるところであり，目標指標を補完できるようなデータも含めて，成
果の把握に努める工夫が必要であると考える。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　施策の目的の実現に向けては，介護職員の資質向上に加え，安定的な人材の確保に取り組む必要
があると考える。
　また，認知症高齢者の支援体制の構築については，県警等との連携による「SOSネットワークシステム」
の運用や「認知症サポーター」の養成などにも総合的に取り組む必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切 要検討

第２分科会
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切 要検討

第２分科会
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策８　　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策１８　　多様な就業機会や就業環境の創出（県の評価原案：概ね順調）

  施策１９　　安心できる地域医療の充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策２０　　生涯を豊かに暮らすための健康づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２１　　高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり （県の評価原案：順調）

  施策２２　　障害があっても安心して生活できる地域社会の実現（県の評価原案：概ね順調）

  施策２３　　生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

第２分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
　生涯学習社会の確立は他の分野にも関連する裾野の広い取組であり，その実現に向けて総合的な
観点から方針を検討し，施策の展開を図る必要があると考える。
　また，図書館については地域コミュニティの核としての役割など新たな機能も期待されるところであり，従
来からのあり方の見直しを含めた新たな姿についての検討も必要であると考える。

40



（宮城の将来ビジョンの体系）

政策９　　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２４　　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。
　
　設定されている目標指標だけでは施策の成果を十分に把握することができない。目標指標を補完する
ようなデータを用いて施策の成果を分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　高齢化率や東日本大震災が人口動態等に与える影響等を踏まえながら将来を予測し，関係部局が
連携して，きめ細やかな取組を進めていく必要があると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策９　　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２４　　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。
　
　設定されている目標指標だけでは施策の成果を十分に把握することができない。目標指標を補完する
ようなデータを用いて施策の成果を分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　高齢化率や東日本大震災が人口動態等に与える影響等を踏まえながら将来を予測し，関係部局が
連携して，きめ細やかな取組を進めていく必要があると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１０　だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２５　　安全で安心なまちづくり （県の評価原案：概ね順調）

  施策２６　　外国人も活躍できる地域づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　施策２６については，みやぎ外国人相談センターによる様々な取組についても，課題と対応方針に分
かりやすく記載する必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

【政策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１０　だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２５　　安全で安心なまちづくり （県の評価原案：概ね順調）

  施策２６　　外国人も活躍できる地域づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１０　だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策２５　　安全で安心なまちづくり （県の評価原案：概ね順調）

  施策２６　　外国人も活躍できる地域づくり（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　みやぎ外国人相談センターによる様々な取組についても，課題と対応方針に分かりやすく記載する必
要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

【施策評価】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策２　　保健・医療・福祉提供体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安心できる地域医療の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　未来を担う子どもたちへの支援（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　だれもが住みよい地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　施策１については，ICTを活用した医療連携構築事業の成果を高めるには， ネットワークの構築だけで
なく有効な運営方法の確立が重要であり，その実現に向け必要となる方策について具体的に記載する
必要があると考える。

【政策評価】

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策２　　保健・医療・福祉提供体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安心できる地域医療の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　未来を担う子どもたちへの支援（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　だれもが住みよい地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　ICTを活用した医療連携構築事業の成果を高めるには， ネットワークの構築だけでなく有効な運営方法
の確立が重要であり，その実現に向け必要となる方策について具体的に記載する必要があると考える。

【施策評価】

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

第２分科会

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策２　　保健・医療・福祉提供体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安心できる地域医療の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　未来を担う子どもたちへの支援（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　だれもが住みよい地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

・　　な　　い ・　　あ　　る

【施策評価】

【判定理由】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第２分科会

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策２　　保健・医療・福祉提供体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安心できる地域医療の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　未来を担う子どもたちへの支援（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　だれもが住みよい地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第２分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策６　　安心して学べる教育環境の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安全・安心な学校教育の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　家庭・地域の教育力の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　生涯学習・文化・スポーツ活動の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　施策１については，スクールカウンセラー等の安定的な要員確保や地域との連携，後方支援等につ
いて，対策を示す必要があると考える。
　施策２については，学校防災マニュアルの作成のポイント等を補足するとともに，防災副読本の活用が
図られるよう，防災教育推進協力校等の取組についても分かりやすく記載する必要があると考える。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【政策評価】

第２分科会

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策６　　安心して学べる教育環境の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安全・安心な学校教育の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　家庭・地域の教育力の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　生涯学習・文化・スポーツ活動の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【施策評価】

第２分科会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　児童生徒の心のケアは息の長い取組が必要であり，緊急スクールカウンセラー等派遣事業をはじめと
する国の支援が終了した場合においても，スクールカウンセラー等の安定的な要員確保に努める必要が
あると考える。
　また，地域コミュニティにおける民生委員，児童委員との連携やスクールカウンセラー同士の課題共有
を図るための後方支援等についても，対策を示す必要があると考える。

・　　な　　い ・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策６　　安心して学べる教育環境の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安全・安心な学校教育の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　家庭・地域の教育力の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　生涯学習・文化・スポーツ活動の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【施策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

第２分科会

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　学校防災マニュアルの点検については，みやぎ学校安全基本指針の趣旨が県民や学校現場に十
分伝わるよう，マニュアル作成のポイントについて補足する必要があると考える。
　また，防災副読本については，学校現場での活用が図られるよう，防災教育推進協力校等の取組に
ついても分かりやすく記載する必要があると考える。

・　　な　　い ・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策６　　安心して学べる教育環境の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　安全・安心な学校教育の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　家庭・地域の教育力の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　生涯学習・文化・スポーツ活動の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１３日（金）開催）

第２分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１１　経済・社会の持続的発展と環境保全の両立（県の評価原案：概ね順調）

  施策２７　　環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献（県の評価原案：概ね順調）

  施策２８　　廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）

第３分科会

【政策評価】

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標は，累積して把握するものと単年度ごとに把握するものが混在しており，ストック
指標とフロー指標の使い分けに関して，概念を整理する必要がある。また，目標指標の達成に資すると
考えられる事業でありながら，施策を構成する事業として掲載されていないものもあるので，その効果を目
標に照らして検討する必要があると考える。
　また，設定されている目標指標は，実績値の把握に時間を要することもあり，評価対象年度の施策の
成果を反映したものとなっていない。目標指標を補完できるようなデータや取組を用いて成果の把握に努
めるなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　課題と対応方針について，太陽光発電や二酸化炭素削減を主眼としたものが多くを占めているが，そ
の他の環境問題やエネルギー政策全般について，「自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギー
の促進に関する基本的な計画」の内容も踏まえつつ，将来を見据えた県民の合意形成を図ることが必
要であると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１１　経済・社会の持続的発展と環境保全の両立（県の評価原案：概ね順調）

  施策２７　　環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献（県の評価原案：概ね順調）

  施策２８　　廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

適切 概ね適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

・　　あ　　る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）

第３分科会

【施策評価】

要検討

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標は，累積して把握するものと単年度ごとに把握するものが混在しているが，ス
トック指標とフロー指標の使い分けに関して，概念を整理する必要がある。また，目標指標の達成に資す
ると考えられる事業でありながら，施策を構成する事業として掲載されていないものもあるので，その効果を
目標に照らして検討する必要があると考える。
　また，設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分である。各指標
の効果について，同じ単位で比較可能なものについては単位を統一するなど，施策の成果をより分かり
やすく示す工夫が必要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　環境保全の分野など，数値による目標指標の設定や事業と指標との直接的な関連についての説明
が容易ではないものについても，より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１１　被災者の生活再建と生活環境の確保（県の評価原案：概ね順調）

  施策２７　　環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献（県の評価原案：概ね順調）

  施策２８　　廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）

第３分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標は，実績値の把握に時間を要することもあり，評価対象年度の施策の成果を
反映したものとなっていない。目標指標を補完できるようなデータや取組を用いて成果の把握に努めるな
ど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　廃棄物のリサイクル率を高めることがトータルコストで考えた場合，必ずしも効率的ではない場合もあるこ
とを踏まえた，総合的な政策立案が必要であると考える。
　また，目標指標の実績値について速報値等の把握に努め，現状分析に基づく課題や改善が必要な
事項を掲げて今後の対応方針を示すなど，分かりやすく示す必要があると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１２　豊かな自然環境，生活環境の保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２９　　豊かな自然環境，生活環境の保全（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第３分科会

概ね適切 要検討

【政策評価】

適切

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　な　　い ・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標だけでは，政策の成果を把握するデータとしては不十分である。また，施策を
構成する事業と目標指標との関連も希薄である。あわせて，事業構成はその多くが自然環境の保全に
係るものとなっており，生活環境の保全に資する取組が十分とは言えないことから，事業構成を施策目
的に照らして検討する必要があると考える。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１２　豊かな自然環境，生活環境の保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２９　　豊かな自然環境，生活環境の保全（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第３分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分である。また，施策を
構成する事業と目標指標との関連も希薄である。あわせて，事業構成はその多くが自然環境の保全に
係るものとなっており，生活環境の保全に資する取組が十分とは言えないことから，事業構成を施策目
的に照らして検討する必要があると考える。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１３　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成（県の評価原案：概ね順調）

  施策３０　　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第３分科会

【判定理由】

【政策評価】

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

  政策目的である「住民参画型の社会資本整備と良好な景観の形成」には，施策３０に列挙された事
業以外にも多くの可能性がある。施策の効果を評価するための目標指標と，それを達成するための事業
構成について更なる工夫が必要であると考える。

　農業関連の事業は予算面で本政策の大半を占めるが，これらの事業については農業を取り巻く社会
経済情勢や今後の農業のあり方を踏まえた検討が必要であると考える。

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１３　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成（県の評価原案：概ね順調）

  施策３０　　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

第３分科会

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

【施策評価】

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　施策を構成する事業の多くは非予算的手法とされるが，活動の内容など具体的成果を明確にする必
要がある。また，目標指標のうち「景観行政団体数」については，計画の策定状況やその内容について
も分析するなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

　施策を構成する事業は環境美化を主眼としたものが多くを占めているが，住民協働（コラボ）事業等に
おける住民参画の手法についても取組を検討する必要があると考える。
　また，農業関連の事業については，農業を取り巻く社会経済情勢や今後の農業のあり方を踏まえた検
討が必要であると考える。

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

要検討適切 概ね適切

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１４　宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策３１　　宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策３２　　洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３３　　地域ぐるみの防災体制の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第３分科会

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分である。
　施策３１については，長期的に整備を要する施設の総数から見た進捗状況等についての記載が必要
であるほか，施策を構成する事業と目標指標との関連も希薄であり，施策目的に含まれる「情報ネット
ワークの充実」は目標指標に反映されないなど，事業構成を施策目的に照らして検討する必要があると
考える。
　また，施策３３については，自主防災組織の実働性の確保が重要であるので，引き続き現状の把握に
努める必要があると考える。

【判定理由】

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

　県民の関心が高いと思われる原子力災害に関連する諸事業を包括的に記述する施策が必要である
と考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１４　宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策３１　　宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策３２　　洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３３　　地域ぐるみの防災体制の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

第３分科会

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標は，施策の成果を把握するデータとしては不十分であり，長期的に整備を要
する施設の総数から見た進捗状況等についての記載が必要である。また，施策を構成する事業と目標
指標との関連も希薄であり，施策目的に含まれる「情報ネットワークの充実」は目標指標に反映されない
など，事業構成を施策目的に照らして検討する必要があると考える。

【判定理由】

【施策評価】

適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

・　　な　　い ・　　あ　　る

概ね適切 要検討

　情報ネットワークの充実を図るため，総合防災情報システムＭＩＤＯＲＩと公共情報コモンズの連携の強化
について，課題と対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２４年６月１３日（水）開催）

（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１４　宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策３１　　宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策３２　　洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３３　　地域ぐるみの防災体制の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

第３分科会

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

　気象条件の変化により，過去の降水確率を前提とした対応では不十分となる場合も想定されるので，
それを見越した対応が必要であると考える。また，社会経済情勢からハード事業が入札不調などにより遅
れが生じることは理解できるため，当面はソフト対策を重点的に推進し，より効果的な取組を行う必要があ
ると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２４年６月１３日（水）開催）

（宮城の将来ビジョンの体系）

政策１４　宮城県沖地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり（県の評価原案：概ね順調）

  施策３１　　宮城県沖地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実（県の評価原案：概ね順調）

  施策３２　　洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（県の評価原案：概ね順調）

  施策３３　　地域ぐるみの防災体制の充実（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
　自主防災組織について，発災の時間帯に応じて活動の範囲や程度が変化すると考えられることから，
様々な想定の下にシミュレーションを行う必要があると考える。

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１６日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第３分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　自主防災組織の実働可能な人員の把握やフォローアップに努めるなど，前年度から改善が見られる
ものの，外形的な目標指標だけでは施策の成果を把握するデータとしては不十分である。目標指標を補
完できるようなデータを用いるなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

64



（宮城県震災復興計画の体系）

政策１　　被災者の生活再建と生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　被災者の生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　廃棄物の適正処理（県の評価原案：順調）

  施策３　　　持続可能な社会と環境保全の実現（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　施策１については，災害公営住宅の早期整備に向けて，より具体的な課題とその解決に向けた調整
方法について対応方針を示す必要があると考える。
　施策２については，県民の関心の高い原発事故により放出された放射性物質に汚染された廃棄物の
処理についても，課題と対応方針を示す必要があると考える。
　施策３については，「宮城県地球温暖化対策実行計画」及び「自然エネルギー等の導入促進及び省
エネルギーの促進に関する基本的な計画」を踏まえつつ，施策目的である持続可能な社会と環境保全
の実現に向けた，より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　構成される施策で設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分で
ある。また，施策を構成する事業には，政策目的「被災者の生活再建と生活環境の確保」と必ずしも整
合的でないものも含まれるので，再生期に向けて施策を構成する事業構成を，目標に照らして検討する
必要があると考える。

【判定理由】

第３分科会

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策１　　被災者の生活再建と生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　被災者の生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　廃棄物の適正処理（県の評価原案：順調）

  施策３　　　持続可能な社会と環境保全の実現（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　災害公営住宅の早期整備に向けての隘路等，より具体的な課題とその解決に向けた調整方法につ
いて対応方針を示す必要があると考える。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

概ね適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　県民の関心の高い災害公営住宅の整備は遅れが生じているが，その他のソフト的支援対策は進捗し
ており，総合的に判断すると「やや遅れている」との評価は概ね適切であると考えられる。しかし団体への
助成件数のような外形的な目標指標では，施策の成果を把握するデータとしては不十分である。目標
指標を補完できるようなデータや取組を用いて成果の把握に努めるなど，施策の成果をより分かりやすく
示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

第３分科会

【施策評価】

要検討適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策１　　被災者の生活再建と生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　被災者の生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　廃棄物の適正処理（県の評価原案：順調）

  施策３　　　持続可能な社会と環境保全の実現（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　県民の関心の高い原発事故により放出された放射性物質に汚染された廃棄物の処理についても，課
題と対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。

【判定理由】

第３分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策１　　被災者の生活再建と生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　被災者の生活環境の確保（県の評価原案：やや遅れている）

  施策２　　　廃棄物の適正処理（県の評価原案：順調）

  施策３　　　持続可能な社会と環境保全の実現（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　「宮城県地球温暖化対策実行計画」及び「自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進
に関する基本的な計画」を踏まえつつ，施策目的である持続可能な社会と環境保全の実現に向けた，
より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価の妥当性を認め
ることができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。

　設定されている目標指標１の「県内における自然エネルギー等の導入量」は，目標指標２の「太陽光
発電システムの導入出力数」を包括した指標と考えられ，独立したものとはなっていない一方，今一つの
目的である環境保全を表現する目標指標が存在しない。施策目的を的確に表現できるようなデータや
取組を用いて成果の把握に努めるなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

第３分科会

概ね適切 要検討

【施策評価】

適切

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月６日（金）開催）
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策５　　　　公共土木施設の早期復旧（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　海岸，河川などの県土保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　上下水道などのライフラインの復旧（県の評価原案：順調）

  施策４　　　沿岸市町をはじめとするまちの再構築（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

適切 概ね適切 要検討

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【政策評価】

第３分科会

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

  復興まちづくり事業カルテの内容も踏まえた課題の把握や復興交付金制度と復興計画期間との関係
等の問題について，より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　政策を構成する施策は概ね妥当だが，個々の施策を評価するための目標指標には議論の余地があ
る。特に入札不調や関係各機関の調整に起因する遅れがあるため，目標指標を補完できるようなデータ
や施策を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえた成果の把握に努めるなど，政策の成果をより分かりや
すく示す工夫が必要であると考える。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策５　　　　公共土木施設の早期復旧（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　海岸，河川などの県土保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　上下水道などのライフラインの復旧（県の評価原案：順調）

  施策４　　　沿岸市町をはじめとするまちの再構築（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【判定理由】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

第３分科会

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

・　　あ　　る
　入札不調に対する工事発注ロットの大型化や債務負担行為等による対応について，具体的な事例を
掲げて，分かりやすく記載する必要があると考える。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標のうち「公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執行状況」について
は，算定に用いる事業費が事業の進捗に応じて変動するものであるため，目標値及び実績値を明示した
説明が必要であると考える。
　また，平成25年県民意識調査において，施策に対する満足群の割合が前回調査より低下した理由に
ついて分析の上，評価の理由に記載するなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると
考える。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策５　　　　公共土木施設の早期復旧（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　海岸，河川などの県土保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　上下水道などのライフラインの復旧（県の評価原案：順調）

  施策４　　　沿岸市町をはじめとするまちの再構築（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

第３分科会

適切

【施策評価】

概ね適切 要検討

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
　復興まちづくり事業カルテの内容も踏まえつつ，特に県民の合意形成へ向けた具体的な課題と対応
方針を示す必要があると考える。

【判定理由】

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標は，津波に傾注しており施策の総合性を十分に反映するものとなっていない。
防災・減災機能の強化には複合的な災害対策が必要であることから，復興まちづくり事業カルテの内容
も踏まえつつ，目標指標を補完できるようなデータや取組を用いて成果の把握に努めるなど，施策の成
果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

71



（宮城県震災復興計画の体系）

政策５　　　　公共土木施設の早期復旧（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　海岸，河川などの県土保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　上下水道などのライフラインの復旧（県の評価原案：順調）

  施策４　　　沿岸市町をはじめとするまちの再構築（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

【判定理由】

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る
　現に設定している目標指標を達成していることと，次年度の方向性を「拡充」としている事業があることと
の関係について，新たに用いる目標指標の設定の考え方も含め，分かりやすく記載する必要があると考
える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第３分科会

要検討

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

適切 概ね適切
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策５　　　　公共土木施設の早期復旧（県の評価原案：やや遅れている）

  施策１　　　道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　海岸，河川などの県土保全（県の評価原案：やや遅れている）

  施策３　　　上下水道などのライフラインの復旧（県の評価原案：順調）

  施策４　　　沿岸市町をはじめとするまちの再構築（県の評価原案：やや遅れている）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月２日（月）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

【施策評価】

第３分科会

適切 概ね適切 要検討

【判定理由】

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」と
した県の評価は，妥当であると判断される。

　設定されている目標指標「被災市街地復興土地区画整理事業の工事着手地区数｣及び「防災集団
移転促進事業に着手する市町数」は，いずれも着手段階で実績に計上されるため，まちの再構築の進
捗を的確に反映する指標となっていない。目標指標を補完できるようなデータや取組を用いて成果の把
握に努めるなど，施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

　課題と対応方針について，復興まちづくり推進室の取組や復興交付金制度と復興計画期間との関係
等の問題点を整理し，具体的な調整の方法や対応をより分かりやすく記載する必要があると考える。

73



（宮城県震災復興計画の体系）

政策７　　防災機能・治安体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　防災機能の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　大津波等への備え（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　自助・共助による市民レベルの防災体制の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策４　　　安全・安心な地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１１日（水）開催）

第３分科会

【政策評価】

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の成
果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記
入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「概ね順調」とした
県の評価は，妥当であると判断される。

　施策２については，設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分で
ある。また，施策を構成する事業と目標指標との関連も希薄であり，施策目的である「大津波等への備
え」と必ずしも整合的であるとは言えないため，事業構成を施策目的に照らして検討する必要があると考
える。
　県民の関心が高いと思われる放射線に関連する諸事業を包括的に記述する施策が必要であると考
える。

【判定理由】

　政策を構成する施策毎のみの記載となっており，政策全体を統合するような視点からの課題と対応方
針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策７　　防災機能・治安体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　防災機能の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　大津波等への備え（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　自助・共助による市民レベルの防災体制の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策４　　　安全・安心な地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１１日（水）開催）

第３分科会

【施策評価】

要検討適切 概ね適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

　目標指標１の「デジタル化する衛星系無線設備数」について，計画の全体像や年度ごとの整備見通し
に関する説明が必要であると考える。
　目標指標２の「年間放射線量１ミリシーベルト未満の学校等の数」について，除染後のモニタリング調
査について，課題と対応方針を示す必要があると考える。
　施策方向「災害時の医療体制の確保」について，災害拠点病院の耐震化に加え，医師の確保等の
側面についても，他の政策・施策と連携した対応を進める必要があると考える。

・　　あ　　る【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策７　　防災機能・治安体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　防災機能の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　大津波等への備え（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　自助・共助による市民レベルの防災体制の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策４　　　安全・安心な地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１１日（水）開催）

第３分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価の妥当性を認め
ることができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。

　設定されている目標指標だけでは，施策の成果を把握するデータとしては不十分である。また，施策を
構成する事業と目標指標との関連も希薄であり，施策目的である「大津波等への備え」と必ずしも整合
的であるとは言えないため，事業構成を施策目的に照らして検討する必要があると考える。

【判定理由】

　大津波等への備えとして，ハード面では防潮堤等のみが考慮されているが，津波避難ビル等も含めた
総合的な減災対策とすべきである。また次世代への伝承及び社会教育上，震災遺構は重要な役割を
果たすと思われることから，これに関しても将来を見据えた対応方針を示す必要があると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

76



（宮城県震災復興計画の体系）

政策７　　防災機能・治安体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　防災機能の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　大津波等への備え（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　自助・共助による市民レベルの防災体制の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策４　　　安全・安心な地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１１日（水）開催）

第３分科会

概ね適切 要検討

【施策評価】

適切

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

・　　な　　い ・　　あ　　る

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

【判定理由】

　防災リーダーの養成については，フォローアップ講習等による実働性の維持に加え，訓練等を通じた実
践力の向上が重要であり，より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。また，地域の防災
機能の維持には学校の役割が大きいことから，学校と地域との連携の強化が必要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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（宮城県震災復興計画の体系）

政策７　　防災機能・治安体制の回復（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　　防災機能の再構築（県の評価原案：概ね順調）

  施策２　　　大津波等への備え（県の評価原案：概ね順調）

  施策３　　　自助・共助による市民レベルの防災体制の強化（県の評価原案：概ね順調）

  施策４　　　安全・安心な地域社会の構築（県の評価原案：概ね順調）

□県の評価「施策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２６年６月１１日（水）開催）

平成２６年度政策評価部会分科会　審議結果報告書

第３分科会

【施策評価】

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，ⅱ
県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願
いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした県
の評価は，妥当であると判断される。

　目標指標の「刑法犯認知件数」について，人口分布の変化等が件数に与える影響も分析をするなど，
施策の成果をより分かりやすく示す工夫が必要であると考える。

【判定理由】

　犯罪抑止に関する取組は警察活動だけではなく，社会政策として総合的な視点での連携，対応が必
要であると考える。

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されている
か，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見がある場
合には，意見の内容を具体的に御記入願います。
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